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会 議 録 

会議の名称 第１回つくば市未来構想等審議会 

開催日時 令和６年（2024 年）２月８日 開会 13:30 閉会 15:30 

開催場所 つくば市役所５階庁議室 

事務局（担当課） 政策イノベーション部企画経営課 

 

出 

席 

者 

委員 

 

 

小森谷委員、宇津野委員、小島委員、貝塚委員、加納委員、後

藤委員、柴田委員、武石委員、中井委員、布浦委員、柳田委員、

大澤委員、姉﨑委員、池田委員、小澤委員、鈴木委員、三石委

員、飯野委員、松本委員、森田委員 

その他 五十嵐市長（辞令交付、諮問、挨拶） 

事務局 稲葉政策イノベーション部次長、横田企画経営課長、中村課長

補佐、岩橋係長、石川主任、瀬戸主任、坂本主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ３名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 (1) 諮問第１号「第２期つくば市戦略プラン」の改定について 

①つくば市未来構想及び戦略プランの改定方針について 

②つくば市を取り巻く環境（社会情勢） 

③つくば市が今後力を入れるべき分野（意見交換） 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

【辞令交付式】 
１ 開式 
２ 辞令交付 
３ 自己紹介 
４ 閉式 
【第１回未来構想等審議会】 
１ 開会 
２ 会長及び副会長選出 
３ 諮問 

４ 市長挨拶 
５ 議事 

６ その他 
７ 閉会 
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＜審議内容＞ 

【辞令交付式】 

（司会） 

本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまよ

り、つくば市未来構想等審議会辞令交付式を開式いたします。 

辞令交付に当たり、つくば市未来構想等審議会委員の就任をご承諾くださいまし

た皆様につきましては、基礎資料２をご覧ください。ご承諾いただきました全 23

名の皆様でございます。後程、名簿順に自己紹介をお願いしたいと思います。 

それでは、人事発令通知を交付いたします。大変申し訳ございませんが、お時間

の都合上、代表の方１名に交付させていただきます。代表としまして、今回、市民

委員としてご承諾をいただきました、委員に交付させていただきたいと思います。

委員におかれましては、大変恐縮ですが、前方にご移動をお願いいたします。 

【人事発令通知を交付】 

（司会） 

ありがとうございました。他の委員の皆様には、机上に配布させていただいてお

りますので、ご確認をお願いいたします。 

それでは、次第の３に移ります。委員の皆様におかれましては、資料の名簿順に

一言ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。 

【委員の自己紹介】 

（司会） 

以上をもちまして、辞令交付式を終了いたします。ご協力ありがとうございまし

た。 

 

【第１回つくば市未来構想等審議会】 

（司会） 

第１回つくば市未来構想等審議会を開会いたします。会長が決定されるまで、引
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き続き進行を務めさせていただきます。 

はじめに、本審議会の会長、副会長を選出していただきたいと思います。つくば

市未来構想等審議会条例第５条に、会長及び副会長は委員の互選によって定めると

規定されています。どなたかご意見がございましたらよろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

会長、副会長ですが、もしやっていただける方がいらっしゃらなければ、事務局

からどなたかご提案いただいたらよろしいかと思います。私の意見は以上でござい

ます。 

 

（事務局） 

委員から、事務局から提案することについて、ご意見いただきましたので、事務

局からご提案を申し上げてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

（事務局） 

それでは、事務局からご提案させていただきます。会長でございますが、都市計

画がご専門で、行政に関わる各種審議会で委員を務めていただいており、つくば市

のまちづくりにも造詣の深い、筑波大学の大澤委員を推薦させていただきます。 

また、副会長につきまして、本日ご欠席ではございますけれども、つくば市議会

議員を務めていらっしゃいまして、つくば市の情勢を熟知されている、つくば市議

会議長の五頭委員を推薦させていただきたいと思います。 

 

（司会） 

ただいま、大澤委員を会長に推薦する提案がございましたが、皆様いかがでしょ

うか。 

（異議なしの声） 

（司会） 
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ありがとうございます。次に副会長ですが、五頭委員を推薦する提案がありまし

た。いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

（司会） 

ありがとうございます。委員の皆様の互選により、大澤委員が会長に、五頭委員

が副会長に選出されました。 

この場で恐縮ですが、大澤会長ご挨拶をお願いいたします。 

 

（大澤委員） 

ご指名いただきました大澤と申します。どうぞよろしくお願いします。 

先ほどの自己紹介で、皆様がつくば市にそれぞれ何年住んでいますという話があ

りましたが、計算してみますと、私はちょうど 40 年住んでいました。初めてつく

ば市に来たのは、松本副市長と同じく、筑波大学に入学したときで、私は青森県の

三沢というところから来て、研究学園都市というのはとても立派だなと思っていま

した。そのつくば市で、総合計画である未来構想等審議会の会長を拝命するのは非

常に光栄だと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

私のミッションは、皆様の意見を引き出すことだと思っていますので、是非、積

極的にご発言いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（司会） 

ありがとうございました。五頭副会長ですが、本日はご欠席ですので、後程、事

務局からご説明し、ご了承いただきたいと考えております。 

続きまして、市長の五十嵐からつくば市未来構想等審議会へ諮問をいたします。 

大澤会長におかれましては、大変恐縮ですが、前方にご移動をお願いいたします。 

皆様のお手元には、諮問書の写しをお配りしておりますのでご確認ください。 

 

（五十嵐市長） 



 

- 5 - 

【市長から会長へ諮問書を手交】 

（司会） 

ありがとうございました。続きまして、五十嵐市長から委員の皆様にご挨拶を申

し上げます。 

 

（五十嵐市長） 

【市長挨拶】 

（司会） 

ありがとうございました。市長につきましては、ここで退席となります。 

 

（五十嵐市長） 

会議はここまでしか出ないですが、皆様の発言の議事録はすべて読ませていただ

きますので、是非、積極的にご発言いただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

【市長退席】 

（司会） 

大澤会長におかれましては、お席のご移動をお願いいたします。 

議事に入る前に、つくば市未来構想等審議会条例について、私からご説明いたし

ます。 

【つくば市未来構想等審議会条例について説明】 

（司会） 

それではここから、条例第６条第２項に基づきまして、大澤会長に議長をお願い

いたします。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

それでは初めに、本審議会の公開について、皆様にお諮りします。会議の公開、

非公開について、事務局から説明をお願いいたします。 
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（事務局） 

【会議の公開・非公開について説明】 

（会長） 

ありがとうございます。先ほど市長からご説明ありましたが、未来構想は市の最

上位計画であるということですので、審議の内容を公開するということで、市政の

運営の透明性に貢献できると思います。したがって、本市審議会は原則公開にした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

ありがとうございます。それでは、本審議会は原則として公開します。傍聴者の

方がいらっしゃいましたら、引き続き会議を傍聴することができます。 

それでは、議事に入りたいと思います。議事(1)①つくば市未来構想及び戦略プ

ランの改定方針について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

【議事(1)① について説明】 

（会長） 

ありがとうございました。ご説明いただいた資料１の１は改定方針ということで

すが、①では、現行の計画の説明がありました。一方で課題もあり、資料１の 36

ページでは、現行計画の課題が２つ示されています。こうした課題は、つくば市だ

けではなくて、総合計画に共通する課題でして、市長が最初におっしゃったように、

市の最上位計画ですので、どうしてもこういう課題が出てくるということです。 

１つ目が情勢の変化が激しいということで、新型コロナウイルスというのは、計

画段階で全く想定していなかった。また、今はチャットＧＰＴもそうですが、新し

い要素がどんどん入ってくるということで、それに応じた修正が必要だということ

です。 

２番目ですが、個別計画は当然、組織内でたくさん走っています。それとの整合
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性や関連性、あるいは重複があるということです。この部分の整理が必要だという

ことで、説明がありました。 

それを受けての改善ということで、今回は、前期・後期で分けるとすると後期で

すので、大きな枠組みは変えず、更新するということで、変えるのは資料 1 の 40

ページに書いてある赤の部分２点、ここを重点的に議論するということです。その

下の個別施策に関しては、個別計画に委ねるということで、今回の審議会は進めて

いければと思っています。 

改定の進め方に関しては、42 ページ以降に記述していただいたということです。 

それでは、今回は情報共有ですので、どういう質問でも構いません。遠慮なく言

っていただいて、スタートラインはできるだけ足並みを揃えたいと思っています。

ご質問、ご意見いただければと思います。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

ご説明ありがとうございました。資料 42 ページの赤枠部分が、この審議会で、

先ほど諮問を受けたところですが、その下に市民の参画とありますけど、これは市

民委員の皆さんのことをおっしゃっているのでしょうか。市長がキャラバンをする

ということで、そのキャラバンで出た意見をこの審議会でどう把握したらいいのか

というところを確認させてください。 

 

（会長） 

事務局、お願いします。 

 

（事務局） 

ご質問ありがとうございます。資料１の 46 ページ、今スクリーンにも出ている

かと思いますが、こちらの意見交換は、およそ６回開催したいと思っております。

いただいた意見については、どんな意見が出たのかを事務局で整理して、審議会に

お示ししたいと考えています。どんな意見が出たのか、原文データに加えて、情報
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を整理してお示しすることで、今後議論しやすいように準備したいと考えておりま

す。 

 

（委員） 

資料１の 45 ページが見やすかったですね。ギャップ分析については、市民と市

長の意見交換会とアンケート、市民意識調査を反映するということで、審議会の皆

さんの意見についても、どこまでできるかということはありますが、できれば録音

した音声データとかがいいのではと思います。色々な立場の方が審議会に参加して

いる中で、それぞれのアンテナが違うと思いますので、まとめた資料を読むよりは、

逐語録もしくは、録音のようなものを聞いた方が、いいと思いましたので、ご検討

いただければと思います。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。今後意見交換会の開催を控えているところで、意見のま

とめについて、アイデアをいただきましたので、検討させていただきたいと思いま

す。 

 

（会長） 

他にいかがでしょうか。委員、お願いします。 

 

（委員） 

42 ページの改定の進め方というページでございますが、間接的な市民参加型だと

思うのですが、パブリックコメントはどのぐらいの人数を予想されていらっしゃい

ますでしょうか。 

 

（事務局） 

前回どれくらいだったのか、ちょっと記憶しておりませんので、正確にはお答え



 

- 9 - 

できませんが、直近 12 月から１月にかけてパブリックコメント５件実施しました。

その中でも、１件あたり 10 人超える案件もあり、意見を分解していくと、50 件を

超える意見が集まった案件もありましたので、本件についても同様に周知方法を工

夫していきたいと考えております。 

 

（委員） 

なるべく多くの方のアンケートが得られるようにお願いしたいと思います。あり

がとうございました。 

 

（会長） 

ありがとうございました。次回、ぜひ現行計画策定時のパブコメ件数をお聞かせ

いただければと思います。他にどうでしょうか。委員、お願いします。 

 

（委員） 

今回の戦略プランの見直しは後期５年計画の策定ということで、直接こども・若

者を事業の対象としてスポットを当てている感じではないとは思いますが、今年度

の春に、こども基本法が施行になって、こどもや若者に関する施策に関しては、こ

ども・若者の意見を聴取して、反映させなければならないというようなことが義務

化されていたかと思います。 

おそらくですが、この未来構想も次の、2030 年以降の大きなプラン策定のタイミ

ングに、こども・若者も入ってというような形になっていくのかなと思いますが、

そういった先々に向けても、試行的に、市長が行うキャラバンでもいいですが、も

う少しこどもの意見聴取、そしてフィードバックのようなところを、先々を見据え

た上で、何かやってみてもらうことも検討していただけないかなと思っております

が、いかがでしょうか。５年前の未来構想の策定スタート時のキャラバンでは、こ

どもたちの意見を聞く場面もあったような記憶があります。 
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（事務局） 

ありがとうございます。委員がおっしゃる通り、前回の未来構想策定時には、つ

くば市の大きな将来像を描くということで、学生や中高生とも市長が意見交換会を

行った経緯がございます。今回はそういった大きな未来像を話し合うというより

は、各回のキーワードを設定して、意見交換をしようという流れにはなっておるん

ですが、委員の意見も踏まえまして、やり方やテーマなどは検討しなければいけな

いとは思うんですけれども、例えば学生さんですとか、そういった方を対象にした

意見交換会の場を設定することも検討したいと考えております。 

 

（会長） 

ありがとうございます。よろしいですか。 

資料１、47 ページの建付けですね。ご指摘いただいたと思っております。 

 

（事務局） 

先ほどご質問にあったパブリックコメントの件ですが、今、手元のデータがあり

ましたので、ご報告させていただきます。先ほど委員からご助言いただいた件です。

前回、戦略プランの改定の際は、12 人の方から 42 件のご意見をいただいたことが

ありましたので、この場でご報告させていただきます。 

 

（会長） 

ありがとうございます。委員のご指摘は、おそらく、それより多く集まるような

仕掛け、準備をお願いしたいということだと思います。 

 

（委員） 

実は、今おっしゃられたように、若い人もいろんな意見持ってらっしゃると思う

んです。私は、もっとパブリックコメントの人数が多いのかなと期待していたんで

すけれど、もっとやる方法はいろいろあるかなと思いますので、よろしくお願いい
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たします。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他に意見はいかがでしょうか。委員、お願いします。 

 

（委員） 

基本的なことの確認ですが、資料の 40 ページにあるように、この第２期戦略プ

ランは 2020 年から 2024 年ということで、今後審議するのは、2025 年からの５年間

ということでした。基本施策の 17 個と個別施策 49 個について、これは固定で、未

来像とのギャップや方向性、取組むことについて内容を変えてくということでよろ

しいでしょうか。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。ただいまのご質問に関しましてご説明させていただきま

す。お手元に戦略プランの冊子ございましたら、27 ページをご覧ください。未来構

想の方で、市民の方からたくさんのご意見をいただきながら作り上げた、17 個の

2030 年の未来像というものを掲げております。目指すべき未来像、中間マイルスト

ーンの 2030 年の未来像は固定で考え、未来像と現状のギャップを改めて分析し、

今後５年間で何に取り組むべきか、そちらを今後の審議会でご議論いただきたいと

考えております。 

例えば、冊子の 27 ページですと、基本施策Ⅰ－１の「市民と共に創るまちづく

りを推進する」で目指しているまちの姿と、第２期戦略プランを作った 2018 年、

2019 年当時のつくば市における現状と未来像とのギャップが書かれております。こ

ちらについて、市では今後、市民アンケートや、意見交換会で、様々な意見を拾い

上げながら分析を行って、今後５年間で取り組むことを検討していきたいと考えて

おります。以上です。 
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（会長） 

ありがとうございます。委員、お願いします。 

 

（委員） 

資料の 36 ページの個別計画等との関係というところで１点お伺いします。ここ

に、一部で重複した管理が生じているという記載がありますが、この重複した管理

とは具体的にどういう事例があるのでしょうか。 

 

（事務局） 

戦略プランの冊子、22 ページをお開きください。つくば市戦略プランについては、

2030 年の未来像実現に向けた総合計画となりますので、様々な分野、具体的には福

祉、医療、教育、スポーツ、芸術等がございます。 

重複した管理と言っているのは、戦略プランで掲げている施策の指標と、未来構

想の基で実行していく個別計画、例えば、福祉分野では、地域福祉計画があって、

さらにその下には、障害福祉計画や子ども・子育て支援プランと、様々な計画がご

ざいます。それぞれの個別計画間や、総合計画の中で、レイヤーが少し重複してい

る情報がある、というところを言及する意図で作成した資料になります。 

 

（委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

（会長） 

ありがとうございます。少し時間がタイトになってきました。一旦、議事を進め

させていただければなと思います。 

議事の(１)②です。つくば市を取り巻く環境について、事務局からご説明をお願

いいたします。 
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（事務局） 

【議事(1)② について説明】 

（会長） 

ありがとうございます。続いて、意見交換が③としてあります。今の説明とあわ

せて次の意見交換で、皆様からご意見をいただきたいと思います。まずは、③の意

見交換について、事務局から趣旨あるいは意見例をご紹介いただければと思いま

す。お願いします。 

 

（事務局） 

【議事(1)③ について説明】 

（会長） 

ありがとうございます。今のご説明にありましたように、必ずしもこの計画にと

らわれることなく、まずはご自由にご意見をいただきたいと思っています。 

最初に市民委員の方からご意見をお伺いしたいなと思っていまして、まず委員い

かがでしょうか。未来構想等推進会議から継続ということですので、先に指名させ

ていただきました。 

 

（委員） 

 今の段階では、質問もありませんが、推進会議から私が少し思っていたのは、市

民委員に若い人が欲しいなというのは思っています。この構想は、2050 年まででし

たか、目指すまちの姿。残り 25 年とちょっとですし、もう 2050 年となると、皆さ

んも年を取って、現役じゃなくなる。だから、もう少し若い人がいたらいいなと思

っていました。 

 

（会長） 

 どうでしょうか、事務局。 
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（事務局） 

委員、ありがとうございます。先ほど、委員からも、若い方の声を拾うことにつ

いてお話をいただいていますので、今後進めていく中でどういった方法がいいか、

検討させていただきたいなと思います。 

 

（会長） 

それでは、委員、お願いします。 

 

（委員） 

私も、昨年から推進会議にも出ています。推進会議は、２回の会議でしたが、い

ろいろ勉強させていただきました。この意見交換の中でどれに該当するかはわかり

ませんが、自分はつくば市でも少し郊外の方に住んでいるんですが、最近、私の家

の周りに新しい家がどんどん建ってきて、小さいこどもも増えてきて、私の周りで

は、人口減少していないなという気がします。非常にいいことだと思っています。 

ただその反面、もう少し離れたところで、小さな森とか畑などにソーラー発電が

非常に増えてきて、例えば、資料(5)の CO2 削減とか、そういうところで貢献はし

ていると思いますが、本当にこれでいいのかなというところが、気になっています。

極端な話、私の家から５メートルのところにソーラーがずらっと並んでいます。そ

んなに大きい面積ではありませんが、場所を限定するとか、そういうやり方が必要

ではないか、というのを感じています。 

 

（会長） 

ありがとうございます。今、ご指摘のところは、おそらく、資料(5)のところで、

ポジティブに見ると、環境問題に貢献するというところですけど、ネガティブに見

ますと、当然、安全安心のところで、土砂災害だとか、あるいは景観というところ

で、このカテゴリ横断型になっていまして、そういう問題ですね。議論するのは非

常に大事かなと思います。 
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それでは委員、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私はつくばに 30 年間住んでいます。当時は新住民だったんですけれども、今は

もうつくばのベテランになっています。30 年前を思い出したときに、つくば市に住

まいを建てた理由というのは、私が先ほど言いましたゆりの木とか、環境とか、景

観がすごく好きだったんです。それで、つくばセンターの中央公園とか、公園の緑、

そういうのが大好きで、良い環境で子育てできるなということで、つくばに住まい

を決めました。それから、思い返してみると、だんだん家とかが増えてきましたが、

大通りや公園の緑が少なくなってきたような気がいたします。 

例えば、中央公園は、昔は森のようで、何かちょっと秘密めいた場所だったのが、

今は原っぱになっています。 

私は旅行が好きなのでヨーロッパとかに行ったりすると、木がとてもいきいきと

成長しているように見えましたが、つくばの木はだんだん元気がなくなってきた気

がしていて、それが少し不満といいますか、今日もここに来る前に、西大通りのユ

リの木を見ると、電柱が立っているような感じで、何か惨めな感じがいたしました。

もう少し、景観を考えた方がいいのではないかと思います。 

私は、つくばが昔よりも景観が悪くなったように思いますし、遊歩道なども、石

畳などすごく綺麗な歩道だったのが、センタービルのあたりを見ますとアスファル

トになっていている部分もあり、今の時代に逆行しているのではないかと思いまし

た。 

そういうところを踏まえて、新しいことを考えるだけではなく、古いものを大事

にしていく、古いものを直していく方向で、もう少し景観を直していって欲しいと

いうのが私の希望です。例えば、ヨーロッパの街並みが綺麗なのは、石畳の石を１

つ１つ手作業で修復しています。つくば市の道路は、せっかく綺麗な石畳だったの

をはがしてコンクリートにしてしまっている。私は、新しいことも大事だけども、

古いものを大事にして欲しいという意見です。 
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（会長） 

ありがとうございました。確かに、つくばの都市インフラ、緑地も含めて、本当

に日本の中でも財産だと思っております。そういうところを大切にしていきたいで

すね。 

 

（委員） 

最初、30 年前につくばに来たとき、私はすごく感激しました。つくばの環境は、

日本の遺産だと思います。それをだんだん壊してきているような、そういうところ

も行政の方できちんとやっていただけないかな、というのが意見です。 

 

（会長） 

ありがとうございます。委員、お願いします。 

 

（委員） 

(1)番の少子高齢化の進行のところで少し伺います。高齢化の進行についてです

が、周辺市街地は、やはりその傾向が顕著かなと思います。特に頭に浮かぶキーワ

ードとして、孤独死というのが気になります。現状どの程度発生していて、どのよ

うな対策がとられているのでしょうか。その点を伺えたらと思います。 

 

（会長） 

 事務局いかがでしょうか。可能な範囲で結構です。 

 

（事務局） 

孤独死の発生の状況について、現在手元にデータがありませんが、基本的には福

祉部で、一人暮らしの高齢者世帯であるとか、障害者の単身世帯等のお宅を、民生

委員さんが普段から見回りなどをやっていただいていると理解しています。データ
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については、お調べして次回提示できればと思います。 

 

（会長） 

ぜひ次回、つくば市に限らず、全国の傾向や県内の傾向もあわせてお示しいただ

ければと思います。今後、そういった事例が増えていくことが予想されますので、

ぜひお願いしたいと思います。 

 それでは、委員お願いします。 

 

（委員） 

(4)番のライフスタイルの変化というところで共働きというキーワードがあり

ますが、説明資料の 33 ページ（参考：第２期つくば市戦略プランの指標推移につ

いて）の「Ⅲ-１つくば市には安心してこどもを生み育てられる環境が整っている

と感じる人の割合」というところで、残念なことに少し下がっているという結果が

ありました。主人と私はフルタイムで働いていている共働きですが、子どもの放課

後の居場所というのでしょうか。つくば市ではあまり充実してないと思っている方

が、私の周りに結構おりまして、その点がとても気になっているところです。 

 

（会長） 

ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。ただいま、こどもの放課後の居場所が少ないと感じてい

る方が委員の周りに多くいらっしゃる印象があるということで、ご意見いただきま

した。市には、こどもの居場所づくり、学習スペース等について、様々な声が届い

ているところと理解しています。具体的に挙げますと、例えば児童館がありますが、

次回の審議会までにお調べしてお示しし、今後議論していただく際には、課題を改

善するために市がどう取り組んでいるのか、また、それでも足りないところは何な
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のか等、ご意見いただけたらと思います。 

 

（会長） 

よろしいでしょうか、委員。 

それでは、他の委員からもぜひご意見いただければと思います。委員、お願いし

ます。 

 

（委員） 

資料の 33 ページですが、「つくば市の魅力を市外の友人に紹介したいと思う人

の割合」というデータがございまして、2022 年の実績が 59.9％、目標値が 60％と

いうことで、達成に近く喜ばしい結果だと思います。 

私がボストンに住んでいる受講生の１人にメールでつくば市の写真をお送りし

ているうちに、何度かつくば市にいらっしゃいました。その方がつくば市にマンシ

ョンを買いたいと、つくば市に住みたいということになり、あちらこちらマンショ

ンを紹介して、先月契約になりました。 

彼女にどうしてつくば市を選んだのかということを深く聞きました。ボストンは

非常に森も多くございますし、彼女はＭＩＴの近くの林の中に住んでいますが、つ

くばに来まして、非常に景観がいいということ、空気が澄んでいるところ、そして

夕日の美しさに感動して、つくば市に住みたいということでした。 

先ほど委員から、景観の問題が出たと思いますが、街路樹の切り方はもう少し美

的感覚のある切り方があるのではないかなと思います。 

この前の木は何だったのかしら、というような切り方も、たまに見られることが

ございます。ですから、今度アメリカからつくばに移り住むにあたり、そういう絶

望感がないように、景観の美しさを保っていただけたらと思ってございます。 

また、洞峰公園の問題がございましたが、市民が自然を大事にするということを

心がけながら、市も一体となって、市全体の自然の景観を維持していただけたらと

思います。以上でございます。 
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（会長） 

ありがとうございます。今いただいたご意見も本当に貴重ですので、しっかりと

議事録に残しながら、次回以降につなげていきたいと思っています。 

もしよろしければ、特に今日ご発言されていない委員からも、ぜひご意見いただ

ければと思います。委員、お願いします。 

 

（委員） 

ご説明ありがとうございました。わからないことがかなりクリアになったと思い

ます。今、議論しているところで言いますと、これから考えなければいけない 17

の施策と挙げていただいている７つの情勢について、どんな関係があってこれを選

ばれているのかということをお伺いしたいです。それと、先ほどから出ている景観

の話であるとか、孤独死の話もそうですけれども、議論すべきことは、とりあえず

コストや実現可能性はあまり考えずに話をするのか、ある程度現実を考えながら見

ていくのか、その辺りは少し気になるところです。 

それから、17 の施策についてのお話で言うと、資料の 36 ページに２つの課題を

挙げていらっしゃいますが、17 の施策で時勢を捉えた素早く柔軟な対応が必要だと

思われているものが具体的にどんなものかも気になります。 

また、個別計画との関係で重複した管理が事務負担になっていると赤字で書かれ

ているところがありますけども、私はむしろ複数の目で施策を進めることで分厚く

なるので、それはそれでいいと思います。足らないところは、おそらく担当課レベ

ルでのコミュニケーションかなと思います。その辺の情報がうまく流れるようにす

るための仕掛けそのものが、どれだけ整っているのかと。それは、単にしゃべれば

済むという話ではなくて、組織としての管理上の問題でもあるので、おそらく施策

を見直すという話とは別の観点だと思います。 

会議で私たちが言う意見の１個１個に打ち返そうとしていくと、詰まってしまう

ような気もするので、17 の施策について見直すのであれば、見直さなければいけな
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い根拠であるとか、行政として考えうる施策、それに対してどうすればいいのかと

いう論点整理みたいなものを、今後いただけるものだと思いますが、それを見てか

らいろいろな意見をお話させていただければと思います。 

いろいろと勝手なこと言いましたけども、ご検討いただければと思います。 

 

（事務局） 

委員ありがとうございます。 

総合計画は非常に幅広い分野をまとめる計画になるので、今後は、論点をある程

度整理した中で、どういう角度で意見を求めているのかを明確にして議論を進めた

方が、良いだろうというご助言だと受けとめております。 

17 の施策について、例えば、どの施策にどういった対応が必要なのか、また計画

の重複した管理というところで、現状どうやって管理していて、何が制約になって

いるのかといったところも、今後議論いただけるように、もう少しご説明した上で

進めていきたいと思います。今日は、大きな課題感としてご提示させていただいた

とご理解いただければと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他はどうでしょうか。委員、お願いします。 

 

（委員） 

すみません、繰り返しになってしまいますが、こどもからの意見聴取についても

う１つだけよろしいでしょうか。委員として教育長もご参加いただいているという

ところで、この戦略プランに関しては、大学生などとも市長が懇談するような機会

を、というようなお話も先ほど出たところですが、この未来構想の中には、まちづ

くりに関わる市民の育成のようなところも大きな柱として盛り込まれていると思

います。大人になったから急にまちづくりに主体的に取り組む人になるか、という

とそうでもないかなと思います。やはり、こどもと言われてしまっているけれども、
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１人の人間としてこのまちで暮らしている人たちが、主体的にこのまちをどうして

いくかということについて何かしらの意見を表明したり、アイデアを出したりとい

うことを、例えば小学校や中学校ぐらいから、少しずつそうした機会があってこそ、

大人になったときに身になっていくという流れが、これからどんどん必要になって

いくと思います。 

ですので、例えば、つくばスタイル科ですとか、いきなり広くこどもたちにとい

うのはなかなか難しいとしても、モデル校を設けて実施するとかいかがでしょう

か。また、募集という形にすると、手を挙げられる積極的な、大人に喜ばれる意見

を述べるこどもが手を挙げがちで、そういう子の意見を聞いて大人も満足しがちで

すが、そうではなくて、例えば、あるクラス全体の多様な背景を持つこどもたちか

ら、こういうまちづくりをこれからつくば市で進めていこうと思うけれども、どう

思うかというように、こどもにどのように説明をするのか、そして意見をもらうの

か、それに対してどういうフィードバックをしていくのかということを、教育行政

も含めて、これから少しずつ検討されていくといいのかなと思います。よろしくお

願いします。 

 

（委員） 

大変貴重なご意見ありがとうございます。 

今おっしゃったように、よりよい社会は自分たちの手で作っていくという思いを

こどもたちに育んでいくことが、やはり未来の社会を幸せにしていくことに繋がる

と思っていますので、そういう取組は徐々に進めているところです。ですので、今

回もこどもたちの意見を聞いていくというところに、どのように関わったらいいの

かということは、考えていきたいなと思います。 

おっしゃったように、つくばスタイル科の中で、誰かがやるのではなくて、やは

りみんなが関わって、全員が関わっていくことが大事だと思いますので、そういう

考え方で進めていきたいと思います。 
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（会長） 

他にどうでしょうか、もしよろしければもう一人くらい。 

 

（委員） 

目指すまちの姿の１番の「魅力をみんなでつくるまち」の３番が「つくばならで

はの街並みや体験の創出」ということで、つくばならではの街並みと先ほどおっし

ゃっていたような景観だと思いますが、「Ⅱ-５多様な移動手段のあるまちをつく

る」ということで、車いすユーザーやベビーカーとか、今政策イノベーション部で

「バリアフリーマスタープラン」を同時に進行していることもありますので、景観

とバリアフリーを両立できるような街並みを目指していただきたいなと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。１つの観点だけではなく、景観についてもバリアフリー

を含めて考えることなども大事だと思っております。 

それでは、時間が大体２時間を超えましたので、一旦ここで終えたいと思ってお

ります。進行も含めて、事務局にお返ししたいと思います。 

 

（司会） 

ありがとうございました。次第６「その他」としまして、次回の第２回審議会に

ついては、３月中の開催を予定しております。具体的な日程につきましては、改め

てご連絡させていただきますので、引続き皆様のご協力をお願いいたします。 

それでは以上をもちまして、第１回つくば市未来構想等審議会を閉会いたしま

す。会議後でも結構ですので、気がついたことやご質問などがございましたら、遠

慮なく事務局までご意見いただければと思います。 

本日は長時間にわたり、ありがとうございました。 
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○つくば市未来構想等審議会条例 

平成元年３月 29 日 

条例第 19号 

（設置） 

第１条 つくば市未来構想及びつくば市戦略プランの策定に関する基本事項を調査及び審議をするた

め、つくば市未来構想等審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、つくば市未来構想及びつくば市戦略プラン（つくば市未来構想

を実現するために策定する計画であって、市政の中で特に重点的に取り組む施策を掲げるものをい

う。）について必要な調査及び審議を行い、意見を取りまとめて市長に答申する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 30 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 市議会議員 

(2) 地方行政機関及び公共的団体の役職員 

(3) 学識経験者 

(4) 市の副市長及び教育長 

(5) 市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 前条第１号、第２号及び第４号に規定する者で当該職又は地位により委員に任命されたものが当該

職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（専門部会） 

第７条 審議会に、専門的事項について調査及び審議をするため、専門部会を置くことができる。 

２ 前２条の規定は、専門部会について準用する。 

（関係者の出席） 

第８条 委員以外の者で会長が審議上必要と認める者は、審議会に出席し、意見を述べることができる。 

（幹事） 

第９条 審議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、審議会の議事が円滑に進行するよう会務を処理するとともに、付議事案の提案及び調整を

行うものとする。 

（庶務） 

第１０条 審議会の庶務は、政策イノベーション部において処理する。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 省略 
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つくば市未来構想等審議会（令和５～６年度） 委員 

 区分 氏名 所属 

1 
市議会議員 

五頭 泰誠 つくば市議会 議長 

2 小森谷 さやか つくば市議会 副議長 

3 

地方行政機関及び公

共的団体の役職員 

宇津野 茂樹 
公益財団法人つくば文化振興財団 

常務理事 

4 小島 康夫 茨城県社会保険労務士会 副会長 

5 貝塚 厚 
一般社団法人つくば観光コンベンシ

ョン協会 事務局長 

6 加納 誠介 
筑波研究学園都市交流協議会 

企画調整委員会委員長 

7 後藤 真紀 つくば市福祉団体等連絡協議会 

8 柴田 敦 
つくば市記者会 

茨城新聞社土浦・つくば支社長 

9 武石 佳宏 
つくば市金融団 

常陽銀行研究学園都市支店長 

10 中井 聖 
特定非営利活動法人ままとーん 

理事 

11 原 辰幸 茨城県政策企画部地域振興課 課長 

12 布浦 万代 
一般財団法人つくば市国際交流協会 

理事長 

13 柳田 貢 つくば市商工会 事務局長 

14 学識経験者 大澤 義明 
国立大学法人筑波大学システム情報

系社会工学域教授 

15 

市民 

姉﨑 順子 

市民委員 

16 池田 里美 

17 小澤 貴子 

18 鈴木 俊二 

19 松村 かおり 

20 三石 満智子 

21 

市の副市長及び教育

長 

飯野 哲雄 
つくば市副市長 

22 松本 玲子 

23 森田 充 つくば市教育長 
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○つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例 

平成 29年 12 月 22 日 

条例第 35号 

（目的） 

第１条 この条例は、附属機関の会議及び懇談会等を公開すること等により、市政運営

における透明性の向上を図り、及び市民の市政運営に対する理解を深め、もって開かれ

た市政の一層の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 附属機関 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 138 条の４第３項に規定する附

属機関をいう。 

(2) 懇談会等 市民、有識者等のうち執行機関が選任した者から意見、知見等を聴取し、

市政運営の参考とすることを主な目的として開催する懇談会、懇話会、検討会、研究会

その他市政運営上の会議をいう。 

(3) 執行機関 地方自治法第 138 条の４第１項の規定に基づき市に置かれる執行機関

のうち附属機関の属する執行機関又は懇談会等を開催する執行機関をいう。 

（会議公開の原則） 

第３条 附属機関の会議及び懇談会等は、これを公開する。 

（非公開とすることができる会議） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、執行機関又

は附属機関若しくは懇談会等の長は、附属機関の会議又は懇談会等の全部又は一部を非

公開とすることができる。 

(1) 会議において、つくば市情報公開条例（平成 27 年つくば市条例第 27号）第５条に

規定する不開示情報（以下「不開示情報」という。）が発言される見込みがあるとき。 

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な会議の運営に著しい支障が生じ、会議

の目的が達成されないと認められるとき。 

（会議の非公開の決定方法） 

第５条 前条の規定による附属機関の会議及び懇談会等の非公開の決定は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 

(1) 前条第１号に該当するおそれがあるとき 次のいずれかの方法 

ア 執行機関が規則で定める事項を勘案し、決定する方法 

イ 附属機関又は懇談会等の長が当該附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り、規則で

定める事項を勘案し、決定する方法 

(2) 前条第２号に該当するおそれがあるとき 附属機関又は懇談会等の長が当該附属

機関の会議又は当該懇談会等に諮り決定する方法 

（会議開催の事前公表） 

第６条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の名称、

当会議は

附属機関

に該当 

会議は原

則 公 開

で、非公

開に該当

し な い こ

とを当日

確認予定 

参 考 資

料２ 

参照 
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開催日時その他の規則で定める事項を当該会議を開催する日の７日前までに公表しな

ければならない。ただし、緊急に附属機関の会議又は懇談会等が開催されるときは、こ

の限りでない。 

（会議の傍聴等） 

第７条 附属機関の会議及び懇談会等を傍聴することができる者の数は、その都度、執

行機関が定める。 

２ 附属機関の会議又は懇談会等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者その

他の規則で定める者は、当該会議を傍聴することができない。 

３ 附属機関の会議又は懇談会等を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は、規則で

定める事項を遵守し、及び会場の秩序維持に関して附属機関又は懇談会等の長の指示に

従わなければならない。 

４ 附属機関及び懇談会等の長は、傍聴人が前項の指示に従わないときは、当該傍聴人

に対し、退場を命ずることができる。 

（会議資料の閲覧） 

第８条 執行機関は、附属機関の会議及び懇談会等が公開されるときは、当該会議の資

料（不開示情報が記載されているものを除く。以下同じ。）を傍聴人の閲覧に供しなけ

ればならない。 

（会議録の作成） 

第９条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等につい

て、公開又は非公開にかかわらず、当該会議終了後遅滞なく会議録を作成しなければな

らない。 

（会議録の写し等の公表） 

第１０条 執行機関は、規則で定めるところにより、公開の附属機関の会議及び懇談会

等にあっては前条の規定により作成した会議録及び当該会議の資料を、非公開の附属機

関の会議及び懇談会等にあってはその概要を記録したものを公表しなければならない。 

（公開状況の公表） 

第１１条 市長は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の公開状

況について、公表しなければならない。 

（他の条例に特別の定めがある場合の取扱い） 

第１２条 附属機関の会議の公開等について、他の条例に特別の定めがあるときは、そ

の定めるところによる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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○つくば市情報公開条例 

平成 27 年７月１日 

条例第 27号 

改正 平成 28年３月 24日条例第 26 号 平成 29 年６月 30 日条例第 22号

令和５年３月 30 日条例第５号 令和５年３月 30 日条例第６号

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、民主主義の理念にのっとり、知る権利の保障としての行政文書の

開示を請求する権利につき定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、

もって市の行政活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、行政運営

の透明性の向上及び公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。 

（略） 

（行政文書の開示義務） 

第５条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に

掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、

開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録に

記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事

項をいう。次条第２項において同じ。）により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個

人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令、条例若しくは規則の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすること

が予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第２条第４項に規定

する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有す

る情報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）第２条第１項に規定する独立行

政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）

第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15

年法律第 118 号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役

員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ

るときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係

る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権

利利益を害するおそれがある場合は、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。 

以下の不開示情報が含まれる

会議の場合は非公開となる 
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(2) 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 60 条第３項に規定する

行政機関等匿名加工情報（同条第４項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構

成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。）又は行

政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第１項に規定する保有個人情報から削除し

た同法第２条第１項第１号に規定する記述等若しくは同条第２項に規定する個人識別

符号 

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該

事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産

を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条

件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる

もの 

(4) 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施

機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

(5) 市の機関、財産区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人

の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに

より、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に

市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益

を及ぼすおそれがあるもの 

(6) 市の機関、財産区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人

が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれそ

の他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその

発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地

方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

(7) 法令又は他の条例の規定により公にすることができないと認められる情報 

（以下、略） 
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（１）少子・高齢化の進行とまち・ひと・しごと創生
合計特殊出生率の推移

⚫ 出生数と合計特殊出生率は1973年以降低下傾向にあり、その後2005年を底に幾分
回復し、2015年以降は再び幾分低下する状況となっている

⚫ 令和４年の出生数（日本人のみ）は77万747人と過去最少、合計特殊出生率は1.26
で過去最低となった

⚫ 減少理由としては、コロナ禍以前からの中期的な減少傾向のトレンドがあったもの
の、コロナ禍によって婚姻数が減少したことの影響が考えられる

⚫ 年齢階級別では特に25～29歳の母親の年齢階級の出生率が大きく低下しており、
未婚率の上昇との相関が考えられる

出典：令和5年度年次経済財政報告（内閣府）
https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je23/pdf/p020002.pdf
令和４年（2022）人口動態統計（学定数）の概況（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/index.html
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（１）少子・高齢化の進行とまち・ひと・しごと創生
高齢者人口及び割合の推移

【高齢者人口及び割合の推移】
⚫ 高齢者（65歳以上）人口は1950年以降一貫して増加傾向にあったが、2023年は

3623万人（前年比1万人減）となり減少に転じた
⚫ 一方で総人口に占める割合は29.1％と前年と比較し0.1ポイント上昇し過去最高と
なった

⚫ 高齢者人口の割合は日本が世界（人口10万人以上の200の国及び地域）で最も高い

出典：統計トピックス№138統計からみた我が国の高齢者（総務省）
https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics138.pdf
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（１）少子・高齢化の進行とまち・ひと・しごと創生
年齢別の将来人口推計

⚫ 総人口は長期の減少過程に入り、2060年には１億人を下回ると推計されている
⚫ 65歳以上人口は増加傾向が続き、2045年に3,945万人でピークを迎える
⚫ 併せて高齢化率は上昇を続け、2070年には65歳以上の割合が38.7％に達する見込
みである

出典：令和5年版高齢社会白書 第1章高齢化の状況
第1節高齢化の状況 1高齢化の現状と将来像

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf 4



（２）ボーダレス化の進行
人流の傾向

⚫ 訪日外国人旅行者数は平成23年から一貫して増加傾向にあったが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を契機に大幅に減少し、令和４年から復調傾向にある

⚫ 在留外国人※数は令和２年度末及び令和3年末時点を除き増加傾向にあり、令和４年
末には過去最高の307.5万人となった
※在留外国人：中長期在留者（永住者や家族滞在、留学等の在留資格をもって日本で生活してい

る方）及び特別永住者

出典：令和４年末現在における在留外国人数について（出入国在留管理庁）
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00033.html

出典：【令和４年】統計資料（出入国在留管理庁）
https://www.moj.go.jp/isa/content/001393060.pdf
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（２）ボーダレス化の進行
産業別外国人労働者数の推移

⚫ 外国人労働者数は2008年から増加傾向にあり、令和４年は約182万人と過去最高を
更新した

⚫ 産業別にみると、「製造業」が最も多く全体の26.2％を占める
⚫ 対前年増加率をみると、「医療、福祉」が最も多く28.6％となった

出典：「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和４年10月末現在）
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001044543.pdf 6



（２）ボーダレス化の進行
物流の傾向

⚫ 国内貨物輸送量（輸送重量）はほぼ横ばいで推移していたが、新型コロナウイルス
感染症の感染が拡大した2020年度は大幅に減少し、2021年度は復調傾向にある

⚫ 実質輸出入※は、新型コロナウイルス感染症の影響により2020年は大幅に縮小し
たものの、2021年には復調しその後増加傾向にある
※輸出入金額を輸出入物価指数で除し物価変動の影響を除去し価値ベースでの比較に適した数値

出典：貨物輸送の現況について（参考データ）令和５年７月（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/content/001622302.pdf

出典：実質輸出入の動向（日本銀行）
https://www.boj.or.jp/research/research_data/reri/index.htm
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（２）ボーダレス化の進行
物流における2024年問題

⚫ 物流業界においては、2024年度からのトラックドライバーへの時間外労働の上限規制等の働き方改
革や脱炭素化に向けた取組への対応が求められている。

⚫ トラックドライバーの長時間労働を抑制する際、労働時間削減のために具体的な対応を行わなかっ
た場合には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の2019 年度の貨物輸送量等と比較して、
2024年度は輸送能力の14.2％が不足すると見込まれる。

⚫ さらに、ドライバー数の減少の影響も加味した場合、2030 年度には輸送能力の34.1％が不足する
可能性がある。

⚫ 地域別にみると関東地方は輸送能力の15.6％が不足すると見込まれ、全国平均以上に影響が大きい
地域の一つである。

出典：持続可能な物流の実現に向けた検討会（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/pdf/20230831_1.pdf
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（２）ボーダレス化の進行
データ流通の傾向

⚫ 光ファイバ整備率・５G※人口カバー率ともに90％超とデジタルインフラの普及が
進んでいる

⚫ インターネットトラヒック（通信量）は、固定系ブロードバンドサービス※、移動
通信※ともに新型コロナウイルス感染症の発生後に急増し、その後も総じて増加を
続けている

出典：令和5年版情報通信白書（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4200000.pdf

＜インターネットトラヒックの推移＞＜光ファイバの整備状況（2022年３月末）＞

＜５Gの人口カバー率（2022年３月末）＞

※５G：従来の無線通信システムである4Gに比べ、高周波数帯を利用した
超広帯域伝送などによる「高速・大容量」の通信が実現できる第５世代
移動通信システム

※固定系ブロードバンドサービス：光ファイバや
ケーブルテレビ回線等、固定された場所からインターネットへアクセス
する際のブロードバンド回線

※移動通信：持ち運べる通信機器を使う通信
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（２）ボーダレス化の進行
フェイクニュースを見かける頻度

⚫ 直近１ヶ月の間にフェイクニュース※を見かける頻度について、「週１回以上」
（毎日、ほぼ毎日＋最低週１回）に着目すると、各メディアともに約3割程度ある。

⚫ 「インターネット上のメディア（SNSやブログなど）」では、2022年に31.1％
（2021年比10.1ポイント増）であり、新型コロナウイルス感染症関連のフェイク
ニュースが増加した2020年よりもさらに増加している。
※フェイクニュース：虚偽又は誤解を招くと考えられる情報/ニュース

出典：令和３年度国内外における偽情報に関する意識調査（総務省）
https://www.soumu.go.jp/main_content/000820953.pdf
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
情報通信機器の世帯保有率の推移

⚫ モバイル端末（携帯電話・スマートフォン）の世帯保有率は緩やかに増加傾向にあ
り、2022年は97.5％である

⚫ スマートフォンの保有率は90.1％とおよそ10年で３倍に増加した
⚫ 一方でパソコンの保有率は69.0％と、ピークの2013年から約12ポイント下落した

出典：令和5年版情報通信白書（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4200000.pdf
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
デジタルサービスの利用状況（国際比較）

⚫ 日本は他国と比較し、QRコード決済以外の利用状況が高くない
⚫ 公的サービスは10％台と中国の1/2未満であり、４か国中最下位となっている

出典：令和5年版情報通信白書（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4200000.pdf
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
企業活動におけるデジタル化の状況（国際比較）

⚫ デジタル化の取組状況について、日本では「未実施」と回答した企業が50％を超え
ており、他の3カ国と比較してデジタル化の実施が遅れている

⚫ 日本での取組状況を企業規模別にみると、大企業では約25%、中小企業では70%
以上が「未実施」と回答しており、企業の規模によりデジタル化の取組状況に差異
が生じている

⚫ デジタル化推進に向けて具体的に取り組んでいる事項については、日本では「業務
プロセスの改善・改革」「業務の省力化」や「新しい働き方の実現」との回答が多
かったのに対し、諸外国では働き方や業務の改革に加えて「顧客体験の創造・向
上」や「既存製品・サービスの高付加価値化」との回答も多かった

出典：令和5年版情報通信白書（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/pdf/n4200000.pdf
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
行政分野におけるデジタル化の状況（国際比較）

⚫ 電子行政サービス（電子申請、電子申告、電子届出）の利用状況について、日本で
は利用経験のある者が約35％にとどまっており、他の3カ国と比べて低い

⚫ 利用しない理由としては、4カ国とも「セキュリティへの不安」が多く挙げられて
おり、それに加え日本では「機器やアプリケーションの使い方が分からない」、
「使いたいサービスがない」との回答が多かった

出典：国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究の請負成果報告（総務省）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/r05_03_houkoku.pdf
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
デジタル化により実現されうる2050年の新たな社会像への希望

⚫ 「災害リスク管理が高度化し、災害から人命と暮らしが守られる社会」、「一人ひ
とりのニーズにあったサービスを受けられる社会」、「住む場所や時間の使い方を
選択できる社会」について、全世代の５人に４人以上の人が望んでいると回答した

⚫ 世代別に見ると、仮想空間の活用に関する２項目について、10代に特徴的な傾向が
見られ、他の世代と比べて望んでいると答えた人の割合が高かった

出典：国土交通信白書2023（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r04/hakusho/r05/html/n1221000.html
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（３）AI・ICTなどの科学技術の進展
デジタル化により実現されうる未来型のライフスタイルへの希望

⚫ AI等の活用による災害や事故の「リスクを最小化できる暮らし」、自動運転機能等
の技術により日々の事故リスクが減る「次世代モビリティにより迅速に救急搬送さ
れる暮らし」の２項目からデジタル化による安全・安心の向上への期待がみられる

⚫ 世代別に見ると、10代は「仕事や家事の効率化」、「住む場所を選べる暮らし」、
「新たな体験や創造的な活動が楽しめる」の３項目についても望む声が高く、仮想
空間の活用を含めデジタル化による新しい暮らしへの期待が高いことがうかがえる

出典：国土交通信白書2023（国土交通省）
https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r04/hakusho/r05/html/n1221000.html
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（４）ライフスタイルの多様化
未婚化の進行

⚫ 50歳時の未婚割合の推移は1990年頃より男女ともに増加傾向にあり、2020年には
男性28.3％、女性17.8％と過去最高となった

⚫ 年齢別にみると、男性の25～39歳、女性の30～39歳は近年概ね横ばいである

出典：令和４年版少子化社会対策白書
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12772297/www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/white
paper/measures/w-2022/r04pdfhonpen/pdf/s1-3.pdf
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（４）ライフスタイルの多様化
平均初婚年齢と出生順位別母の平均年齢の推移

⚫ 平均初婚年齢は夫、妻ともに上昇を続けるものの近年は晩婚化の進行は鈍化傾向
⚫ 出産時の母の平均年齢を出生順位別にみると、2020年には第１子が30.7歳と1985
年と比較し4.0歳上昇している

出典：令和４年版少子化社会対策白書
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12772297/www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/white
paper/measures/w-2022/r04pdfhonpen/pdf/s1-3.pdf
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（４）ライフスタイルの多様化
女性就業者数・就業率の推移

⚫ 女性就業者数は2012年以降増加傾向にあり、2021年は2012年と比較して344万人
増加した

⚫ 15～64歳の女性就業率も同様に2012年以降増加傾向にあり、2005年の58.1％か
ら2022年の72.4％と14.3％上昇した

⚫ 25～44歳の女性就業率は、2022年時点で79.8％である

出典：令和5年版男女共同参画白書 １令和4年度男女共同参画社会の形成の状況 第2分野雇用等におけ
る男女共同参画の推進と仕事と生活の調和
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdf/r05_genjo.pdf

＜女性就業者数の推移＞ ＜女性就業率の推移＞

出典：令和4年版男女共同参画白書 令和3年度男女共同参画社会の形成の状況 第2分野雇用等における
男女共同参画の推進と仕事と生活の調和
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/pdf/r04_genjo.pdf

19



（４）ライフスタイルの多様化
共働き世帯と専業主婦世帯の推移

⚫ 共働き世帯は増加傾向にあり、2022年時点の共働き世帯は専業主婦世帯の３倍近
くとなっている

出典：令和５年版男女共同参画白書
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdf/r05_tokusyu.pdf 20



（４）ライフスタイルの多様化
ライフコースの希望の推移

⚫ 未婚女性の理想、将来のパートナーに対する未婚男性の期待ともに、「両立コー
ス」が一貫して増加傾向にあり、2021年には「再就職コース」を大きく上回り、
未婚女性の30％超、未婚男性の約40％が選択している

出典：令和５年版男女共同参画白書
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdf/r05_tokusyu.pdf

【各ライフコースの説明】
非婚就業コース ： 結婚せず、仕事を一生続ける
ＤＩＮＫＳコース： 結婚するが子どもは持たず、仕事を一生続ける
両立コース ： 結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける
再就職コース ： 結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機会にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ
専業主婦コース ： 結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の機会に退職し、その後は仕事を持たない
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（４）ライフスタイルの多様化
健康寿命と平均寿命の推移

⚫ 2019年時点の健康寿命（健康上の問題で日常生活に制限が無い期間）は男女とも
に2010年と比べて延伸し、男女ともに70歳を超えている

⚫ 同期間における健康寿命の延びは平均寿命の延びを上回っている

出典：令和5年版高齢社会白書
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/html/zenbun/s1_2_2.html
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